
監理技術者等が工事現場に専任すべき工事

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事（以下「公共

性のある重要な建設工事」という。）に設置される監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

（法第26条第3項）

①国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事 ②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関す

る工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道施設又は工作物に関する建設工事 ③電気事業用施設

（電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。）又はガス事業用施設（ガス事業の用に供するガスの製造又は

供給のための施設をいう。）施設又は工作物に関する建設工事 ④石油パイプライン事業法（昭和四十七年法律第百五号）第五条第二項第

二号に規定する事業用施設 ⑤電気通信事業法 （昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者（同法第九条に

規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。）が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設 ⑥放送法 （昭和二十五年法

律第百三十二号）第二条第三号の二に規定する放送事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設（鉄骨造又は鉄筋コンクリート造

の塔その他これに類する施設に限る。） ⑦学校 ⑧図書館、美術館、博物館又は展示場 ⑨社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）第

二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設 ⑩病院又は診療所 ⑪火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設 ⑫熱供給事業法（昭

和四十七年法律第八十八号）第二条第四項に規定する熱供給施設 ⑬集会場又は公会堂 ⑭市場又は百貨店 ⑮事務所 ⑯ホテル又は旅

館 ⑰共同住宅、寄宿舎又は下宿 ⑱公衆浴場 ⑲興行場又はダンスホール ⑳神社、寺院又は教会 ㉑工場、ドック又は倉庫 ㉒展望塔

公共性のある重要な建設工事とは、以下の施設又は工作物に関する工事であって、
工事一件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）以上の工事を言います。

■建設業法における技術者制度
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○ 元請負人、下請負人の区別なく監理技術者等の専任が求められます

○ 営業所の専任技術者は、現場における専任の監理技術者等にはなれません

○ 他の工事現場との兼任はできません

個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。
（建設業法施行令（以下「令」という。）第27条第1項）

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事して

いることを言います。 （『監理技術者制度運用マニュアル』三）
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技術者の現場専任 公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3,500万円
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特定建設業者

その他（左記以外の22業種）
（大工、左官、とび･土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅ

んせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さ

く井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体）工事業

主任技術者 主任技術者

①一級・二級国家資格者

②指定学科＋実務経験者

③実務経験者（10年以上）

①一級・二級国家資格者

②指定学科＋実務経験者

③実務経験者（10年以上）

指定建設業（7業種）
（土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園）工事業
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※1：建築一式工事の場合は、6,000万円 ※2：建築一式工事の場合は、 7,000万円


